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インフラ施設の品質と設計の著作物性

社会資本整備における知的財産権
cf．「知的財産立国」政策

インフラ施設の設計における著作権を巡る論点
成果の著作物性／著作権の必要性

／著作権保有者／著作権を担保するもの

平成16年度土木学会
全国大会研究討論会

コンサルタント委員会担当

平成16年9月8日

コンサルタント委員会前委員長 駒田智久

座 長 説 明

1

社会資本整備における知的財産権

 事業の各段階における知的財産権

 調査・計画及び設計段階の著作物の例

 報告書，設計図面，イメージ・パース，模型，写真・CG，ビデオ
 プログラム，データ・ベース
 企画書，プロポーザル（技術提案書）
 地図，図表

――商 標 権

――意 匠 権

○△実用新案権

○ 工法特許△特 許 権
産業
財産権

工業
所有権

△○著 作 権

施工・工事調査・計画
及び設計

建築物及び
一部の土木工作物

VE提案

2

社会資本整備における知的財産権に係わる経緯

建設省 H 7. 6 土木設計業務委託契約書（実施約款）

土木学会 H 8. 5 土木施工研究委員会 講習会＆テキスト
「土木分野における知的所有権」

H 8.12 建設コンサルタント委員会 建設コンサルタント・シンポジウム
「エンジニアリング・サービスの創造価値 －著作権をめぐって－」

H10. 3 建設コンサルタント委員会 橋本小委員会報告書
「建設コンサルタントと著作権に関する研究」

H11.10 広報委員会リーフレット
「看板・銘板へのコンサルタント名記載に関するお願い」

H11～14 設計生産システム委員会 調査研究
「設計担当者表示の改善について」

H13. 1 CALS／EC委員会 WG資料
「成果品の電子納品における著作権に関する課題について」

H14.1,2 インフラストラクチャー研究所セミナー
「建設コンサルタントのための知的所有権」

H16. 5 中期行動計画 「適正な知的財産権の運用の促進」

国土交通省 H . 北海道開発局 道路・河川共通仕様書（平成15年版）

マスメディア H16.2～3 日刊建設工業新聞 「価格か技術か Part 5 著作者人格権」

建設コンサル
タンツ協会

3

土木設計業務等委託契約書における知的財産権

― 第6条 著作権の譲渡等 ―

第1項 該当時 乙は、著作権の当該著作物引渡し時に甲に
無償譲渡する

乙の義務
（無条件）

第2項 該当及び
非該当時

甲は、乙の承諾なく当該成果物の内容を
自由に公表できる

甲の権利
（無条件）

第3項 該当時 甲は、乙が承諾したとき、表示した氏名を
変更できる

甲の権利
（条件付き）

第4項 該当時

非該当時

乙は、甲が利用目的の実現のため内容を
改変するときは、同意する
甲は、乙の承諾なく当該成果物の内容を
自由に改変できる

乙の義務
（無条件）
甲の権利
(無条件)

第5項 該当及び
非該当時

乙は、甲が承諾したとき、当該成果物を
使用、複製し、その内容を公表できる

乙の権利
（条件付き）
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4

著作権法と土木設計業務等契約書

甲は無条件、乙は
条件付き

第1項 乙は著作権を甲に無償で
譲渡する。

第5項 乙 は 甲 が 承 諾 したとき
当該成果物を使用、複製
できる。

複製権，上演・演奏権，展示
権，頒布権，貸与権，翻訳権，
翻案権等

著作
財産権

一部又は全部
の譲渡可

特定目的の条件付
きとはいえ、ほぼ無
条件放棄に近い

第4項 乙 は 甲 が 利 用 目 的 の
実現のため内容を改変す
るときは同意する。

意に反する変更、
切除その他の改変
を受けない権利

同一性
保持権

第 3項は氏名表示
権以前の権利の条
件付き容認

第3項 甲 は 乙 が 承 諾 したとき
表示した氏名を変更でき
る。

著作権の表示をす
るかしないか、また
仕方を決定する権
利

氏名
表示権

 甲は無条件、乙は
条件付き
 乙は守秘義務との
関連

第2項 甲は乙の承諾なく内容を
自由に公表できる。

第5項 乙 は 甲 が 承 諾 したとき
内容を公表できる。

外部への公表をす
るかしないかを決
定する権利公表権

著作者

人格権

(譲渡不可)

摘 要委 託 契 約 書 の 内 容 ＊権 利 とそ の 内 容種 別

＊成果物が著作物である場合，甲；発注者，乙；受注者
5

「知的財産立国」政策とは

発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにする。
無形資産の創造、すなわち

技術，デザイン，ブランドや音楽・映画のコンテンツ等の
価値ある「情報づくり」

を産業の基盤に据える。

⇒ 我が国経済・社会の再活性化を図る。

基 本 理 念

国家戦略の一つ
我が国における21世紀の文明構築に向けた国家的事業

あらゆるレベルでの知的創造活動を推進する。
得られた発明や著作物等の成果を知的財産として適切に
保護する。
併せて、製品・サービスの付加価値の源泉として有効に
活用する経済・社会システムを構築する。

⇒ 知的創造サイクルの確立

位 置 付 け

実 現 方 策

＊「知的財産戦略大綱」（H14.7/3）より

創造

活用

保護

6

「知的財産」及び「知的財産権」の定義

「知的財産」とは
発明、考察、植物の新品種、意匠、著作物その他の

人間の創造的活動により生み出されるもの

商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの

営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

「知的財産権」とは
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の

知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される

利益に係る権利

＊知的財産基本法（平成14年法律第122号）による

7

インフラ施設の設計における著作権を巡る論点

そもそも、インフラ施設の設計成果に著作物性
は有るのか?

著作物性が有るとして、その著作権は誰の
ものか?

本来的保有者～実際的保有者

インフラ施設の設計成果に著作権が何故必要
なのか?

付与すべき著作権を何が担保するのか?

A

B

C

D

B
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A そもそもインフラ施設の設計成果に著作物性は有るのか?

A1 設計段階～対象に着目して（例えば道路事業）
 道路設計 ；路線選定／概略設計～予備設計～詳細／実施設計
 道路構造物設計；橋・高架，トンネル

予備設計～詳細設計

A2 「誰がやっても同じもの」に著作物性が有るのか?
 そもそも誰がやっても同じ設計というものが存在するのか?
 標準設計を適用した場合の著作物性は?

A3 関係者が立場を超えて多数の場合にも著作物性は有るのか?
 例えば本四架橋
 著作権者（設計者）が居るのか居ないのか?
 居ない著作物性は有りうるのか?

A4 設計段階によって異なる者が対応した場合、その著作物性
とは?

― どんな設計についても著作物性が有るというのか ―

9

B 設計成果に著作権は何故必要か

－著作権を認めることは、納税者・国民／エンド・ユーザーの最終利益につながる。－

設計成果物に対する責任の所在の明確化

著作物性の認知と著作権の付与

設計者のモチベーションの向上

知 的 創 造 性 の 向 上
＝

知的成果物の品質の向上

インフラ施設の品質＊の向上

納税者・国民／エンド･ユーザーの利益

設計者の地位向上
人的資源の向上

＊知的財産権をないがしろにする国・組織に未来はない（知財立国）。

設計者の施工時関与

設計図書における
設計者名の表示・保存

著作物性に見合った
設計者の選定

10

C 著作物性の認知と著作権の付与の関係

C1 著作（権）者は法人か個人・グループか?
 法人間契約／社内規程

C2 成果作成の代価の支払者（発注者）の権利は何か?
 全て設計者／全て発注者／中間／個別契約

C3 公共インフラの設計に係わる問題
 諸々の事情による変更がある

 条件変化／VE提案／不良成果 等
 程度は軽微から重大まで種々

対応者は誰か、誰が妥当か?
原設計者と異なる場合の手続き及び著作権の取扱い如何?
 守秘義務－契約の履行に関して知り得た秘密の漏洩禁止－

との関係
知り得た秘密と設計成果との関係如何?

＊著作物性・著作権が認められたとして、著作権料は何処に?

⇒

11

D 付与すべき著作権を担保するもの

D1 設計者の選定方式
 技術力・技術提案に基づく設計者の選定

D2 設計者の成果物における表示とその保存
 特に設計図面における設計者の表示
 成果納入後の設計者の表示の保存

D3 設計者の施工時関与
 施工時の変更設計における関与

設計担当者として、設計審査者として

D4 著作物としての技術評価とその反映

1-3
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設計者の成果物における表示とその保存

《設計業務における担当者の表示》 《設計図面における設計者の表示》

＜担当者種別＞

 コンサルタント
会社

 管理技術者

 照査技術者

 設計担当者
主要

その他

 技術協力者

 再委託先

＜表示内容＞

 着手時
 契約図書
 TECRIS登録

 業務計画書

 成果納入時
 設計説明書

 設計計算書

 設計図面
《表示物の成果納入後の挙動》

 工事発注前の変更設計 少
 工事発注時の図面編纂 少
 工事発注後の変更設計 多
 工事完成後の竣工図書 不要?

A

B

D

C

用紙外縁

表示枠
外カット線

内カット線

13

成果品の電子納品に係わる著作権の問題

 成果物の同一性保持
成果物の改変の容易さから、その履歴を正確に記録
しないと著作物の同一性の保持が困難で、著しい場合
には原著作者にその責がない瑕疵の責（修正義務及び
損害賠償）の追及を受けるおそれがある。

 成果物の目的外使用
成果品の電子化・デジタル化のそもそもの目的は、その
再利用にある。但し、その目的外使用における再利用は、
通常、契約に含まれないことから、その場合には、受注者
の利用許諾を得、相応の対価を別途支払う等により処理
する必要がある。

1-4
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    エンド・ユーザーから見た著作物の必要性 

      

                           ２００４，９，８ 

                            佐藤 正則 
 
 インフラ施設の品質と設計の著作物性の有無や、その著作権を認めるべきか

どうかについて、インフラ施設のエンド・ユーザー（市民、納税者、利用者な

ど）は、それほど深い関心を持ってはいないと思われます。 
 エンド・ユーザーにしてみれば、できるだけ小さい負担（税金、利用料など）

で、より大きな価値や満足を得られるインフラ施設を要求しているのであって、

インフラ施設の生産供給者（企画者、設計者、施工者、維持管理者など）の知

的所有権について、関心や興味が薄いことを責めることはできません。 
 ですから、品質と設計の著作物性とその著作権を主張する場合は、著作物性

や著作権を認めることによって、エンド・ユーザーの利益の最適化、最大化に

つながるプロセスを明らかにして、その効果、成果を立証する必要があります。 
発注者が、ＶＦＭを基本にして最適なインフラ施設を調達をするためには、

真の経済性を追求した最良の設計を創造した設計者や、その品質を作り込んだ

施工者の努力と能力を正当に評価して、その知的所有権を認めることが得策で

あることを証明できれば、エンド・ユーザーの理解や支持を得られるはずです。 
これまで、インフラ施設の供給者側であるインハウスエンジニアもコンサル

ティングエンジニアも、「つくる」側の論理に立脚していて、「つかう」側の論

理を計画、設計、施工に反映させる視点と努力が不足していました。 
インフラ施設のエンド・ユーザーは、「つくる」ことについてはノン・プロフ

ェッショナル（非専門家）であり、一方のインハウスエンジニア、コンサルテ

ィングエンジニアはプロフェッショナル（専門家）です。 
専門家は非専門家のために存在しており、今回のテーマも、公共の福祉、エ

ンド・ユーザー利益の拡大維持の実現を目的にしなければ、単に「つくる」側

の技術者同士の議論の域から出なくなる心配があります。 
政府の「知的財産戦略大綱」の目的は、知的財産をもとに製品やサービスの

高付加価値化を進め、経済・社会の活性化を図る国づくり、にあるとしており、

当然のことながら公共事業の高付加価値化も要求されてきます。 
従って、付加価値の高いインフラ施設の品質と設計の知的所有権の存在を、

社会に認知してもらいやすい客観的な流れが出来つつあり、発注者側、受注者

側いずれのシビルエンジニア、プロフェッショナルエンジニアにとっても、そ

の存在価値とその専門的能力をより多くの人びとに理解してもらう機会が到来
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したと捉え、著作権についての議論を深めていくべきだと考えます。そのため

に検討が必要と思われる課題をいくつか提示してみます。 
 
◎ 公共事業の高付加価値化 

現在の甲（発注者）と乙（受注者）の関係（二者構造）の公共事業執

行生産形態で、公共事業の高付加価値化を追求、実現できるかどうかの

検証が必要です。 
 現行の「会計法」は、完成品の物品調達を前提に作られており、調達

時の価格の安さのみを求めており、トータルコストの経済性を考慮しに

くい法精神になっております。その会計法を、将来生産物の完成引き渡

し契約で行われている「為す契約」の公共建設調達に適用することの弊

害を、明らかにしていくべきです。 
 会計法に代わる「公共事業調達法」（正式名称ではありません）の創設

が議論され始めたのもそのためであり、著作権等の問題もその流れの中

で浮上してくることも考えられます。 
 

◎ 土木設計業務等標準委託契約約款 
   この委託契約約款は、会計法を原則に作られており、加えて、公共事

業の計画、設計、積算などすべての情報を発注者が持ち、発注者が全能

であることを前提にした直営施工方式を基本にしています。従って、コ

ンサルタントは発注者を補佐する立場に位置づけられており、そのコン

サルタントの知的所有権を主張するには、補佐の中身を整理するする必

要があります。発注者の人手不足を補佐するのであれば、知的所有権を

主張するのは無理であり、発注者の技術、知識の不足をカバーするので

あれば、知的所有権の存在が見えてきます。 
   現行の委託契約約款では、設計者は著作権を無償で譲渡することを条

文化しており、これは設計が著作物であることを認めているからです。 
   でも、委託料は、設計業務の役務料と著作権の譲渡料を含んだものと

する解釈もあり、その曖昧さを委託者と受託者の双方が認めているうち

は、著作権の議論は進まないでしょう。 

 
◎ 品質と設計の標準化 
   短期間に大量のインフラ整備を行うために、設計の標準化が急速に進

められました。その標準仕様に沿って作成される設計は、設計者の創造

性よりも効率性を追求した設計といえます。 
   著作権は著作物に発生するもので、著作物とは制作者によって成果物
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が異なるものを指しています。標準設計は制作者の個性が極端に限定さ

れるものであり、そこに著作権が成立する余地は非常に少ないと解釈し

なければなりません。現実の設計では創造性が強く要求されるというの

であれば、その実態をエンド・ユーザーに公開する必要があります。 
   また、「品質」の範囲をどこまで含めるかによって、品質の知的財産権

の有無が違ってきます。 
   安全で堅牢で機能を満たしていることが「品質」であるとすれば、標

準設計に基づいて誠実に作り込めばいいだけのことで、そこに知的財産

権を明確に見出すのは難しい気がします。 
   でも、美観、景観、快感や、さらにはその地域社会のシンボルや地域

住民の誇りなども「品質」の範疇と捉えるならば、それをデザインした

設計者や、その品質を作り込んだ施工技術者の創意工夫やマネジメント

能力に、知的財産権が発生すると思います。 
   日本の公共工事の「標準請負契約約款」に基づいた一括総価契約には、

本来発注者がやるべき業務も請負者側が行っているケースがあり、委任

契約に重なるところがあります。しかし、現行の請負契約約款における

その矛盾についてほとんど問題提起をしてこなかった請負者側の技術者

が、ここにきて品質の著作物性を主張することに唐突さを感じますので、

そこに正当な理論構築が必要な気がします。 
 
◎ 専門家同士のコラボレーション 
   建設コンサルタンツ協会と日本建築家協会が、土木と建築の専門技術 
  や知識を融合させた総合的視野に立ち、国民、地域、行政と一緒になっ

て「美しい国づくり」を進めていくことを宣言しました。 
   戦後の日本のシビルエンジニアリングは、専門細分化された技術工学

の性格を強め、総合学問、総合工学としての色彩が希薄になりました。 
   細分化された専門技術では、社会や時代のニーズ変化に的確に応えら

れないとの反省から、異なる専門領域の技術者同士が連携、協働して国

づくり、地域づくり、インフラ整備を行う動きが出てきたといえます。 
   今後さらに、異領域、異業種、異産業のコラボレーションが増加する

はずであり、これまでの機能優先、丈夫一式、施工第一の土木デザイン

が、美観、景観、地域特性などを考慮した個性豊かなデザインに変化し

ていくことが予想されます。 
   そうなれば、土木設計の著作物性が鮮明になり、異なる領域や業種の

技術者をフェアに評価する基準や視点が必要になってきて、そこに著作

権についての新しい議論も登場してくることも考えられます。 
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◎ 成果物の再利用 
   成果物の納品・取引などのデジタル化は、成果物の再利用、転用、改

変を前提にしたものであり、現行の会計法や契約約款のままで、発注者

が再利用するたびに対価を支払うのは許されず、なによりもエンド・ユ

ーザーの利益保護に反してしまいます。 
   インフラ施設の品質と設計の著作物性を論じるには、著作物性のある

もの、ないもの、その中間のグレーゾーンを整理、区分けしたうえで、

再利用についての扱いを検討すべきだと思います。 
   
◎ 責任とリスクを負う能力 
   インフラ施設の品質と設計の著作物性が認められ、著作権や著作者人

格権が保護されるようになれば、技術者のモチベーションやインセンテ

ィブが向上し、より良質な品質や設計が創造されるとする意見や見方が

あります。心情的にはよくわかりますが、プロフェッショナル・エンジ

ニアは条件、待遇にかかわらず全力をつくすのが使命であり、著作権が

ないために技術や知識を出し惜しみしているかのようにとられる心配が

あり、モチベーションを強調することは得策ではないような気もします。 
   それよりも、著作権を明確にすることによって、公共の利益、国民経

済メリットを増大できるわかりやすい論理を技術者自身が構築し、それ

をユーザーに理解してもらうことが大切だと考えます。 
   品質や設計の著作権が認められれば、技術者はその技術、知識、見識、

誠実性などが厳しく問われ試されることになり、これまで組織体が負っ

てきた責任やリスクを、技術者個人が負う度合いが強くなります。 
   そのことを承知、覚悟のうえで、かつ求められる能力に十分応えられ

る自信を裏付けにした、著作権の主張であるべきでしょう。 
   さらに、委託者に著作権保護を主張することは同時に、自らの設計業

務の過程における他者のデータ、モデルなどの借用、転用に際しても、

知的所有権に留意すべきであり、エンジニア各個人が高い見識と倫理に

裏付けられた社会正義者でなければならないと思います。 
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